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みやぎ地域クラブ活動指導者人材バンクシステム構築等業務仕様書 

 

第１ 委託業務の名称 

みやぎ地域クラブ活動指導者人材バンクシステム構築等業務 

 

第２ 委託期間 

   契約締結日から令和６年３月３１日（日）まで 

 

第３ 業務の概要 

１ 業務の目的 

スポーツ庁及び文化庁においては、少子化社会における持続可能な学校部活動の在り方に関する

改革に取り組んでおり、「学校部活動及び地域クラブ活動の在り方に関する総合的なガイドライン

（令和４年１２月）」を策定し、全国的な学校部活動の地域連携及び地域の運営団体・実施主体によ

る地域スポーツクラブ活動及び地域文化芸術クラブ活動（以下「地域クラブ活動」という。）への移

行を推進している。 

宮城県（以下「発注者」という。）では、令和５年度からの段階的な学校部活動の地域移行を推進

するに当たり、地域のスポーツ・文化芸術活動の環境整備として、地域クラブ活動等において技術指

導等が可能な人材（以下「指導者」という。）に関する情報や指導者の求人情報等が掲載できる情報

ポータルサイト（以下「人材バンク」という。）を設置し、市町村や地域クラブ活動の運営団体・実

施主体等（以下「求人主体」という。）における指導者の確保を支援する。 

 

２ 業務の内容 

（１）人材バンクシステムの構築 

イ 第３ ２（２）に定める機能を有するシステムを令和５年１２月までに構築すること。 

ロ システムの内容については、発注者と適宜打合せを行い、内容を確認すること。 

ハ ＡＳＰ方式とし、スマートフォンやＰＣ等の個人端末から利用可能とすること。 

ニ システムの名称として、県民が親しみやすい愛称を提案すること。 

ホ システム全体を通じて、利用者がストレスを感じることがないよう、分かりやすさ、見やすさ、

使いやすさ及び表示速度を確保し、利用者が求める情報に容易にたどり着けるよう整理された

トップページデザイン・レイアウトやサイトの構成を目指すこと。 

（２）システムに求める機能 

以下に定める機能について、スポーツ分野及び文化芸術分野で構築すること。 

イ 管理者専用ページの作成 

（イ）管理者権限により、指導者及び募集主体の本登録・変更・削除・ＩＤ及びパスワードの管

理ができること。管理者の承認操作については、個別承認及び一括承認ができるようにす

ること。 

（ロ）登録された個人情報を管理者が把握できるようにすること。それらを管理者専用ページよ

り電子データ（ＣＳＶ及びＰＤＦ等）で出力できるようにすること。 

（ハ）管理者権限を階層化し、階層に応じて閲覧制限を設定すること。必要に応じて、求人主体
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に下位の管理者権限をアカウント形式で付与できるようにすること。 

（ニ）登録指導者に対して、県主催研修会や求人情報等を情報提供するメールを一斉送信できる

ようにすること。 

（ホ）各募集に合致する指導希望者のリストを自動で一覧表示できること。 

（ヘ）管理者専用ページから第３ ２（２）ロに定める指導者情報及び第３ ２（２）ニに定め

る求人情報を登録できること。 

ロ 指導者情報の登録 

（イ）指導者情報を登録・変更できること。登録には信頼性を担保するための条件を付すこと

（詳細は発注者と別途協議すること）。 

   （ロ）管理者の承認により、事前登録から本登録となる仕組みとすること。 

   （ハ）登録時には、プロフィールとして個人情報を入力できるようにすること。 

（ニ）登録するプロフィールは、次の項目を必須とする。 

【必須項目】氏名、性別、年齢、連絡先（メールアドレス等）、指導競技種目・分野、競技種

目・分野の経歴、保有指導者資格、指導者経歴、指導可能地域、指導可能期間、

指導料、自己紹介（自己ＰＲ） 

（ホ）必須項目以外に利用者に有益となりうる項目がある場合は、発注者と協議の上、設定する

こと。 

（ヘ）本登録後、指導可能地域や競技種目・分野等より求人情報を検索することができるよう

にすること。 

ハ 指導者のマイページ作成 

（イ）登録者のマイページを備えることとし、登録情報や応募履歴の閲覧ができるようにすると

ともに、登録情報に即した求人情報が表示されるようにすること。 

（ロ）マイページにアクセスする際のＩＤ及びパスワードを設定できること。パスワードの変更

については、二段階認証（変更の申請をするとワンタイムパスワードがメールで届き、そ

れでログインすると変更の画面に進むことができるような認証）等を利用したなりすま

しを防止するような変更手段を用いること。なお、パスワードは、１０文字以上、かつ、

英字（大小文字）・数字・記号の全てを組み合わせたものであることが望ましい。 

（ハ）登録情報の変更を当該ページで行うことができるようにすること。 

   ニ 求人情報の登録 

（イ）求人主体が代表者名や連絡先等を入力し、団体登録が行えるようにすること。団体登録後、

募集情報の登録・更新・削除等の申請ができるようにすること。登録には信頼性を担保す

るための条件を付すこと（詳細は発注者と別途協議すること）。 

   （ロ）管理者の承認により、事前登録から本登録となる仕組みとすること。 

（ハ）求人情報の項目については、次の項目を必須とする。 

 【必須項目】地域クラブ活動運営・実施主体の名称、競技種目・分野、活動場所、活動頻度、

活動人数、活動方針、従事内容、保有指導者資格、指導料、募集期間 

（ニ）必須項目以外に利用者に有益となりうる項目がある場合は、発注者と協議の上、設定でき

ることとする。 

   （ホ）求人募集登録には、個人情報を入力できるようにすること。 

（ヘ）掲載した募集情報に応募があった場合、応募者の情報が確認できるようにすること。 
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（ト）求人情報への応募フォームは指導者登録情報と連動させ、応募の際に指導者登録情報が

自動入力される機能を設けるなど、簡便に応募できるよう工夫すること。 

（チ）登録した求人情報に関する進捗管理（採用、不採用、面談前など）を行えること。 

ホ ダイレクトメッセージ機能 

（イ）指導者が求人情報に応募した際、指導者と求人主体が相互に連絡できるダイレクトメッセ

ージ機能を備えること。 

（ロ）ダイレクトメッセージ機能は、手軽で利便性が高く、やり取りの履歴が残る形式を採用す

ること。 

  （ハ）ダイレクトメッセージ機能には、個人情報を入力できるようにすること。 

ヘ 効果計測 

    登録指導者へのアンケート機能など事業の効果検証に資する機能を付加すること。 

   ト サーバの規模 

契約期間中に指導者登録数１，０００人程度を想定しているため、想定のデータ量を十分にカ

バーする規模のサーバを確保すること。 

   チ アドレス 

     公開アドレスについては、発注者のサブドメインを使用すること。 

 （３）独自提案 

    事業費（委託上限額）の範囲内で、登録指導者数の増加を図るとともに、指導者の資質向上に資

する方策について提案すること。 

 

３ 業務運営体制 

  受注者は業務を実施するに当たり、次の業務を担当する責任者１人を配置すること。 

（１）本業務の運営管理及び発注者との連絡調整 

 （２）本業務で配置する業務従事者の指導及び支援 

 （３）業務全体の進捗管理 

 （４）その他本業務の運営上必要と認められる事項 

 

４ 成果物等 

（１）納入成果物一覧及び納入期限 

   各成果物については、次表の指定により発注者に提出し、検収を受けること。 

成果物名称 内容 納入期限（予定） 

実施計画書 実施体制、実施方法、準備作業の計画等をまと

めたもの 

契約締結後１０日以内 

システム仕様書 システム構成の概要や機能の詳細等を取りまと

めたもの 

契約締結後１か月以内 

テスト計画書 稼働テストの計画をまとめたもの テスト開始時 

テスト結果報告書 稼働テストの成績をまとめたもの 

（事前にテスト項目について発注者の了承を受

け、その内容に基づく結果報告書を提示するこ

テスト終了時 
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と。） 

操作説明書 

（管理者向け、利用者向け）  

管理者用の操作説明や、その他本サービス利用

のために必要な操作説明をまとめたもの 

令和５年１２月１５日 

人材バンクシステム ＡＳＰ・ＳａａＳ利用型 令和５年１２月１５日 

サーバ等環境説明書 サーバのネットワークやセキュリティ、運用管

理、ファシリティ等についてまとめたもの 

令和５年１２月１５日 

進行管理表 本業務の進行管理をまとめたもの 適時 

課題管理表 本業務の課題をまとめたもの 適時 

議事録 提出後の実施計画や実施体制を変更する場合、

打ち合わせ内容をまとめたもの 

 

会議後一週間以内 

月例報告書 

 

業務の実施状況を記録し、これらのデータを集

計・分析した結果をまとめたもの 

毎月１０日まで 

業務完了報告書 本業務完了後に実施成果をまとめたもの 令和６年３月３１日 

その他 本業務で生じた資料のうち発注者が指示する資

料一式 

発注者が指示する日ま

で 

 

（２）納入形態と部数 

    成果物の納入形態と部数は原則として下表のとおりとする。性質上、納入形態が下表にそぐわ

ない成果物については、別途協議の上、決定する。 

種別 部数 備考 

紙媒体 ２ 原則としてＡ４版の用紙を使用し、ファイル等に収め背表紙等にはタイ

トルを記載すること。 

電子データ ２ ・ＣＤ－ＲＯＭ等の電子媒体で提出すること。電子媒体の表面には収録

内容のタイトルを記載すること。 

・Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ ２０１６で編集可能なこと。図

面等、Ｏｆｆｉｃｅに拠らないものは発注者との協議の上、ファイル種

別を決定すること。 

 

（３）納品場所 

   宮城県企画部スポーツ振興課 

 

（４）納品物の更新 

    納品物については、常に最新の状態を維持することとし、契約期間中のシステム運用保守期間

中においても変更が発生する場合は、改訂版を作成し提出すること。 

 

第４ 本システムの運用基盤要件 

システム運用基盤について、次のとおり要件を定める。 

１ 基本的な考え方 
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（１）利用者本位のサービス 

イ 原則として、２４時間３６５日利用可能であること。 

ロ 導入するシステムは、簡単かつ直感的に操作できるもので、ヘルプ機能やナビゲーション機能

を充実させ、ユーザーアクセシビリティに配慮した操作性に優れたものであること。 

（２）ＡＳＰ・ＳａａＳ利用型のシステム 

     安価で効率的な運用を可能とするシステムであること。 

（３）万全なセキュリティ 

    不正アクセスや関係者の持ち出し等による情報の漏えいを未然に防止する措置が執られたシ

ステムであること。 

（４）障害発生時の迅速な対応 

システム障害やセキュリティインシデントが発生した場合に備えて連絡体制を作成し提出す

るとともに、発生した場合には１時間以内に発注者に報告するとともに、１日以内に暫定対処を

行い、迅速な復旧を目指すこと。 

  （５）サービスの利用停止・内容変更について 

     受注者は、やむを得ない事情により契約期間の途中でサービスを停止又はサービス内容を変

更する場合は、発注者の移行作業等を十分考慮した期間を設けた上で事前にその旨を発注者に

通知すること。 

 

２ ネットワーク 

機能 要件 

機器間の伝送路の確保 ピーク時のアクセス量に対応できる適切な機器を設置すること。機器選

定に当っては、将来の利用者の増加等に対応できるようにするため、拡

張性に優れたものとする。 

インターネット接続 管理者、利用者、本システムとの間の接続は、インターネットを利用す

ること。 

接続に当たっては、インターネット側からの不正侵入を防止するととも

に、利用者端末と本システムとの間で送受信されるデータを暗号化する

ことによって機密保持を図ること。 

 

３ セキュリティ 

機能 要件 

通信経路の暗号化 利用者及び管理者のＷｅｂブラウザと、本システムのＷｅｂサーバ間で行わ

れる通信に、ＳＳＬ証明書を使用すること。なお、証明書はＯＶ以上とする

こと。また、アドレスについて、可能であれば発注者のサブドメインを使用

すること。不可の場合は、サービス利用終了後、他者に県で使用していたア

ドレスが悪用されないような対策を講じることができること。 

侵入阻止 ネットワークへの接続点にファイアウォールを設置し、内部ネットワークへ

の接続経路をひとつにして、その接続点でデータの通過可否判断や利用ポー

ト番号、ＩＰアドレスの制限を行うこと。 
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利用者認証 管理者に対し、利用者ＩＤとパスワード等による利用者認証を行うこと。 

サーバ環境の整備 セキュリティホールを生まないようなサーバの環境設定を行うこと。（不要な

サービスは起動しないように設定する、最新のセキュリティパッチを適用す

る、使用しないポートは閉じておく等） 

また、脆弱性対応のための緊急パッチ適用が必要になった場合、同一サーバ

上の他システムの影響を受けることなく速やかに対応できること。 

なお、サーバ形式は専用サーバ又はＶＰＳを採用すること。 

ウイルス対策 サーバのウイルス対策や必要に応じたウイルスチェックができること。 

改ざん対策 サーバ上のファイル等の改ざんへの対策が講じられていること。 

ソフトウェアバー

ジョンアップ 

バージョンアップによるプログラムリリース、セキュリティパッチの適用や

配布について、システムの運用に支障がないよう実施すること。 

管理者機能へのア

クセス制限 

ＩＰアドレス等により、管理者機能にアクセス可能なクライアント端末を制

限できること。 

ログ記録 管理者のアクセスログを保存すること。（発注者が定める期間） 

 

４ 運用管理機能 

機能 項目 要件 

運用時間 運用時間 計画停止を除き、原則として２４時間３６５日稼働するこ

と。 

運用保守 

業務要件 

運用管理 障害状況と対応等、障害に関する履歴の管理を行うこと。 

障害切り分け 問題の切り分けと適切なエスカレーションを行うこと。緊急

停止やログの取得等の初期対応を行うこと。 

運用状況報告 毎月１回、発注者に対し、運用と保守の状況を報告すること。 

運用要員 運用要員は午前９時から午後５時まで（土、日、休日及び 

１２月２９日から１月３日を除く。）の時間帯に配置し、配

置時間外でも障害受付が可能な体制を整えること。 

計画停止報告 計画停止は３０日以上前に管理者に報告すること 

監視保守 

要件 

 

監視対象 ネットワーク、サーバ、基本ソフト（ＯＳ）及びプロセスの

監視を行うこと。 

監視レベル 障害、限界値（危険）及び正常について監視すること。 

監視体制 一元的に効率的な集中管理を行うこと。サーバやネットワー

ク機器の稼働状況の監視、負荷状況の監視、アクセス監視、

ログ監視、ウイルス検知及び改ざん検知を行うこと。 

障害の早期特定を行うこと。 

連絡体制 障害時の連絡体制を確立し、迅速な対応を行うこと。（休日

の緊急時も含む。） 

監視場所 監視場所はセキュリティが確保されていること。 
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監視状況報告 毎月１回、発注者に対し、運用と保守の状況を報告すること。 

（１か月間の運用状況を翌月１０日まで） 

 

５ バックアップ 

対象 バックアップ種別 バックアップを取るタイミング 

業務データ フルバックアップ バックアップのための計画停止に許容される最小の周

期で定期的（月１回程度を想定）に実行すること。 

差分バックアップ １回／１日 

 世代管理バックアップ 日次７世代とする。 

 

６ ファシリティ 

項目 要件 

法令等 ＩＳＭＳ適合性評価制度（一般財団法人日本情報処理開発協会）における認証又

はプライバシーマーク（一般財団法人日本情報処理開発協会）を取得しているこ

と。 

国内法が適用される場所にあること。 

設置環境 機器の増設等を考慮して十分な拡張性を持つこと。建築基準や消防法に準拠した

火災報知システムやハロゲン又は新ガス消火設備、照明や非常灯、避難経路が設

置されていること。床面が水平であり、かつ適切な荷重に耐えられること。 

サーバの設置場所は国内であること。 

電力設備 ２４時間３６５日システム稼働が可能な電源設備（無停電電源装置、自家発電装

置等）があること。 

空調設備 ２４時間３６５日システム稼働が可能な空調設備があること。温度や湿度が安定

的に保持できること。空調機及び配水管周りに漏水検知システムが設置されてい

ること。 

災害対策 地震、水害及び落雷の被害を受けない場所に設置されていること。活断層及び液

状化現象の発生する地域でないこと。建物は震度６強に対して倒壊や崩壊しない

こと。データセンター内のラック等に耐震措置がなされていること。 

セキュリティ ＩＣカード等により、建物への入退室者を把握していること。入退室者の記録を

行うことにより、建物への入退室者を制限していること。ＩＣカード等により、

サーバ室への入退室者を制限していること。本システムの設置場所であることを

一切公表しないこと。 

 

第５ テスト実施要件 

   受注者は本システムの構築過程において適切なテストを実施し、計画、結果について発注者へ報告

すること。 

 

作業内容 要件 
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テスト計画 受注者は本システムのテストを行う前に、テスト方針、手順、環境、開始・終了条

件等について発注者に説明すること。 

テスト環境 本システムのテストに必要なハードウェア及び作業場所については、受注者の負

担と責任において準備すること。また、総合テスト、本番運用リハーサルについ

ては、本番環境と同等の環境を用いて実施すること。 

結合テスト ①カスタマイズの結果、パッケージ標準部分が要件どおりに動作すること。 

②開発した機能及びサブシステムが連携対象のシステムと正常に連動して動作す

ること等のテストも行うこと。 

総合テスト テストを実施する前に、テスト実施に必要な前提条件や使用するデータ、テスト

結果を検証する際に必要な想定されるテスト結果等を明記したテスト実施手順書

を作成すること。 

本番運用リハ

ーサル 

リハーサルの実施方法については別途協議する（原則、受注者側の人員をもって

実施する）。 

 

第６ スケジュール 

   本サービスの導入から運用開始に至るまでの基本スケジュールを次に示す。受注者は、下表に基づ

き本件業務の詳細なスケジュールを作成の上、システム仕様書に記載すること。 

 

時期 内容 

令和５年８月上旬 

（契約締結後） 

実施計画書、システム仕様書の提出 

本システム構築業務開始 

８月中旬～１１月 稼働テスト実施、システム研修の実施 

１２月～ 
登録受付開始 

本システムの保守・運用 

 

第７ 契約条件等 

１ 業務の再委託 

（１）委託業務の全部又は一部を第三者に委託することは禁止する。ただし、あらかじめ発注者に協

議し承認を得た場合には、業務の一部を第三者に委託することができる。 

（２）受注者は、再委託の相手方が行った作業について全責任を負うものとする。また、受注者は、

再委託の相手方に対して、受注者と同等の義務を負わせるものとし、再委託の相手方との契約に

おいてその旨を定めるものとする。 

（３）受注者は、再委託者の相手方に対して、定期的に事業の進捗状況及び情報セキュリティ対策の

履行状況について報告すること。 

 

２ 本契約終了時の対応 

  （１）本契約終了時のデータ取り扱いについては、発注者の指示に従うこと。 

（２）データ移行については、発注者が指定するフォーマットに基づき、容易に全データを取り出せ

るようにしておくこと。 
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（３）データの消去については、発注者の指示により、サーバ内にある全てのデータを完全に削除す

ること。やむを得ない理由により、完全な削除が困難な場合は、第三者が利用できない状態にし、

万が一情報漏えい等が起きた場合も被害等がないよう対応すること。 

（４）受託者は、契約期間が終了するまでに後任の受託者が契約始期から円滑に業務を遂行できるよ

うにすること。 

 

３ 知的財産権の帰属等 

（１）本業務により作成する成果物に関し、著作権法（昭和４５年５月６日法律第４８号）第２１ 

条から第２８条に定める権利を含む全ての著作権を発注者に譲渡するものとする。 

なお、受注者は発注者に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使

させないものとする。また、受注者が本業務の納入成果物に係る著作権を自ら使用し、又は第三

者をして使用させる場合、発注者と別途協議するものとする。 

（２）成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている時は、発注者が特に使用を指示した場合

を除き、受注者は当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うものとする。 

なお、この時、受注者は当該著作権者の使用許諾条件に付き、発注者の了承を得るものとする。 

（３）本業務の作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争

の原因が専ら発注者の責めに帰す場合を除き、受注者は自らの負担と責任において一切を処理

するものとする。 

なお、発注者は紛争等の事実を知った時は、速やかに受注者に通知するものとする。 

 

４ 機密保持 

（１）受注者は、本業務に係る作業を実施するに当たり、発注者から取得した資料（電子媒体、文書、

図面等の形態を問わない。）を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本業務に係る作業

以外の目的で利用しないものとする。ただし、次のイないしホのいずれかに該当する情報は、除

くものとする。 

イ 発注者から取得した時点で、既に公知であるもの。 

ロ 発注者から取得後、受注者の責めによらず公知となったもの。 

ハ 法令等に基づき開示されるもの。  

ニ 発注者から秘密でないと指定されたもの。 

ホ 第三者への開示又は本業務に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に発注者に協

議の上、承認を得たもの。 

（２）受注者は、発注者の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、あるいは複製

してはならない。 

（３）受注者は、本業務に係る作業に関与した受注者の所属職員が異動した後においても、機密が 

保持される措置を講じるものとする。  

 

５ 契約不適合責任 

発注者は、成果物の引渡しの日から起算して１３か月以内に、成果物について仕様書との不一致

（論理的誤り及びバグを含む。以下「契約不適合」という。）が発見された場合、受注者に対して契

約不適合の修正等の履行の追完（以下「追完」という。）を請求することができるものとし、受注者
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は、追完を行わなければならない。ただし、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、受注者

は発注者が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。この場合において、受注者は

事前に発注者と協議するものとする。 

 

６ 法令等の遵守 

（１）受注者は、民法（明治２９年法律第８９号）、刑法（明治４０年法律第４５号）、著作権法等の

関係法規を遵守すること。 

（２）受注者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び個人情報取扱特記事

項を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。 

 

７ その他注意事項 

（１）受注者は、本業務にかかわる者の人事管理について、一切の責任を負う。 

（２）受注者は、本業務に関わる者に対し安全衛生及びその他業務上必要な事項についての指導・教

育を徹底する。 

（３）受注者は、本業務において配置した全ての者に関して、発注者や団体及び外部関係者等により

当人の適性に疑義が呈された場合、改善に向けて必要な措置を講じること。 

（４）本仕様書に定めるもののほか、疑義が生じた場合はその都度発注者と協議して決定する。 

 


